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１．公共施設再配置計画の概要

(1) 再配置計画策定の経緯

2

公共施設再配置計画策定方針について

●令和元年８月 公共施設再配置方針 策定

※再配置方針の位置づけ

公共施設再配置計画の策定に向けた必要事項を定めるもの

再配置（案）を公表

↓

令和３年度～令和４年度

今後策定予定の学校再編計画を踏まえて「公共施設再配置計画」を策定する

↓

●令和５年８月 学校再編計画 策定

↓

●令和５年下半期～令和６年度 公共施設再配置計画 策定予定



１．公共施設再配置計画の概要

(1) 再配置計画策定の経緯
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公共施設再配置計画策定方針について

●令和５年８月 学校再編計画 策定

各学校の再編の時期と枠組みを公表



１．公共施設再配置計画の概要

(2) 再配置計画の主な内容
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公共施設再配置計画策定方針について

＜主な更新内容＞

・学校再編計画策定に伴う変
更

・既に進めている再配置事業
の進捗反映

・その他社会情勢の変化等に
伴う変更

等

・再配置計画の主な内容は、再配置方針にてたたき台として示した「再配置(案)」の更新です。
・再配置（案）の位置づけ（＝あくまで検討の時期と方向性を示したもの）は変わらない予定です。



２．策定（再配置案の更新）のポイント

(１) 公共建築物の延床面積縮減目標25％の考え方を維持する
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公共施設再配置計画策定方針について

掛川市公共施設等総合管理計画 令和４年3月改訂

将来更新費用 約73.9億円

用意できる財源 約40億円

【新設】から【賢く長く丁寧に使う】へ

①保有総量の適正化 ②長寿命化と安全確保 ③運営管理の適正化

約30億円の
不足

掛川市公共施設再配置方針 令和元年8月

①縮減目標 ※令和4年3月改訂により公共施設等総合管理計画にも明記

方向性

インフラ⇒現状維持
公共建築物⇒縮減

延床面積の縮減目標

約25％

手 段
延床面積の縮減により
更新費及び維持管理費

を削減

約30億円の不足を解
消するため、今後50
年間で何をどこまで

やるか

②再配置検討の方向性

「縮 充」
統廃合・複合化等の機会を活用し、
既存施設ではなし得なかった施設
サービスの質的向上を図る

「用途別検討」
＜各地域に必要な施設＞地域ごとに複合化⇒交流・賑わいの創出

＜市全域で検討すべき施設＞用途ごとの検討 ・ 公民連携の拡大

×

・再配置計画は、現在掲げている縮減目標を達成するための計画として策定します。



２．策定（再配置案の更新）のポイント

(２) 市民や地域住民の意向を十分に踏まえる
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公共施設再配置計画策定方針について

・再配置計画策定は、市民や地域住民の意向を十分に踏まえて行います。
・個々の再配置事業実施時も、地域や関係者等との対話により検討を進めていきます。

●再配置計画策定時
・ 市民アンケート調査（～Ｒ６.１月末）
・ 市民対話（Ｒ６.７月～８月あたりを予定）

※９中学校区ごとに開催することを想定
・ 行財政改革審議会での審議（Ｒ６.２月～Ｒ７.３月）
・ パブリックコメント（Ｒ７.１月～R7.2月）

●個々の事業実施時等
・ 市民・地域・利用者等関係者と綿密な対話・協議をして進める。
・ 維持管理・運営についても、地域・企業等との協働を。

→協働型公共施設マネジメントを目指します。



２．策定（再配置案の更新）のポイント

(3) ポストコロナ期における新常態を見据える
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＜ポストコロナ期の社会＞ ＜これからの公共施設の姿＞

１ デジタル化の進展
(1) オンライン消費、テレワーク等の拡大
(2) 行政サービスのデジタル化の進展

２ 働き方・意識の多様化
(1) テレワークの進展

・ 実施率 10％(2019.12) → ３０%(2023.3)

・ 気軽な相談・報告が困難 ３６%(2023.3)

・ コミュニケーション不足 ３0%(2023.3)

         出典：内閣府新型コロナウイルス感染所の影響下における生
活意識・行動の変化に関する調査

 

(2) ワークライフバランスの変化
・ コロナ前より生活を重視 ３０%(2023.3)

         出典：内閣府新型コロナウイルス感染所の影響下における生
活意識・行動の変化に関する調査

３ 少子高齢・人口減少、市民ニーズの多様化
(1) 社会課題解決には多様な世代・多様な主

体の参画・協働が必要

１ 窓口のデジタル化

２ つながり・交流を育む場

※今後、行財政改革審議会等の議論により深堀りしていく予定

手続きの場としての役割は縮小す
る一方、協働を支える交流の場と
しての役割が拡大していく

・ 手のひら市役所の実現(掛川市DX推進計画)
例：スマートフォンで行政手続きが完結
例：書かない窓口

・ 出会い、つながり、交流の場としての役割が拡大
市民と市民 市民と地域 市民と行政
団体と団体 地域と行政 地域と企業
企業と行政 等

公共施設再配置計画策定方針について

・ポストコロナ期における社会変化に対応した、「これからの公共施設」を目指します。



２．策定（再配置案の更新）のポイント

(４) 統廃合等により発生する跡地の活用方針等を定める

8

公共施設再配置計画策定方針について

・掛川市では内規として、「建築物系公共施設 未利用施設活用・財産処分ガイドライン」をＲ３に策定。
・今後、小中学校等の単純な売却等による処分が難しい未利用財産が増加する見込みです。
・そのため、当該ガイドラインをより深堀りし、跡地活用の検討の進め方（＝活用方針）を定めます。

●建築物系公共施設 未利用施設活用・財産処分ガイドライン（Ｒ３策定）
・ 未利用施設の活用・財産処分に係る一般的プロセスを定めたもの

今後小中学校等の単純な売却処分が難しい複雑な未利用財産が増加する

利活用手法や地域住民との対話プロセス等について、
当該ガイドラインを更に深堀りし、再配置計画に記載する。



３．策定体制

(1) 策定体制
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公共施設再配置計画策定方針について

・庁内関係課で策定庁内委員会を組織し、検討を進めます。
・外部有識者からの意見聴取として、行財政改革審議会に諮問します。



４．策定スケジュール

(1) 策定スケジュール
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R5
10～12月

R６
１～３月

R6
４～６月

R６
７～９月

R6
10～12月

R7
１～３月

策定期間

再配置案の更新検討
再配置計画案検討

行財政改革審議会

市議会全員協議会 ● ● ●

市民アンケート調査

市民対話
※９中学校区ごとに
開催することを想定

パブリックコメント

庁内検討
行革審における検討

市民・地域等との対話・調整

公共施設再配置計画策定方針について

・令和６年度末完成を目指し策定を行います。
・令和６年度に、行財政改革審議会で御議論いただくとともに、市民・地域等との対話・調整等を行います。
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